
平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－１１ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 生活環境保全林等維持管理事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
生活環境保全林整備事業で植栽された樹木の健全な生育を図るために、林内の維
持管理（刈払い等）を実施する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 ２ 多面的機能の発揮 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ６９６千円 １，３９９千円 １，４００千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

６９６千円 １，３９９千円 １，４００千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 町民 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

苗木の周囲に雑草が繁茂し
て、苗木の正常な生育に支障
がある。 

普通下刈 A=8.48ha（年２回） 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

雑草木に被圧される懸念が
なくなるまで下刈を実施す
る。（年２回） 

① 実績回数 
 
／下刈の実施回数 

目標年度 １９年度
目 標 値 ２回

実 績 値 ２回

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

適正な維持管理によって保
健保安林の機能が向上し、町
民の保健休養林として活用
される。 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①維持管理の委託 苗木の正常な生育を図るため、生活環境保全林内の下刈を行う委託業務を実施。
 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

植栽した苗木が順調に生育するためには、十分な陽光を受け
る必要があり、苗木の周囲に繁茂して苗木の生育に支障とな
る笹・草の刈り払いを実施することは必要である。当該事業
を実施しない場合、森林資源の確保や町土の保全など森林の
持つ多面的な機能の有効活用に影響を及ぼす。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

森林資源内容の充実と生産力の増強が図られ、併せて、森林

の持つ多様な機能の高度に発揮に寄与した。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 北海道が示す標準単価を参考にして下刈事業を実施してい

ることから、事業コストは妥当である。 

また、下刈の実施回数を年２回とするなど必要最低限の整備

を行っているので、コスト削減の余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
この事業の実施により、森林資源内容の充実と
生産力の増強が図られ、併せて、森林の持つ多
様な機能が高度に発揮されるので、計画どおり
事業を進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
生活環境保全林を快適且つ安全に利用できる
よう適切な維持管理を実施することにより、保
健保安林の機能向上が図られることから、引き
続き優先して実施すべき事業であり、当分は現
状維持が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－１２ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 町有林造林事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
森林施業計画に基づき新植造林を実施し、未立木地の解消、国土の緑化及び森林
資源の確保と向上を図る。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ２，４６８千円 ２，５７３千円 ４，７００千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

４４千円 ８４５千円 １，９００千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 町有林 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

無立木地の解消 
人工造林 A=2.00ha 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

国土の緑化及び森林資源の
確保 

① 実績面積 
 
／造林面積の実績 

目標年度 １９年度
目 標 値 2.00ha

実 績 値 2.00ha

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

森林資源内容の充実と生産
力の増強が図り、森林の持つ
多様な機能を高度に発揮さ
せる。 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①新植造林の実施 国土の緑化及び森林資源の確保を図るため、町が所有する無立木地に植栽する事
業を実施。 
 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

町が所有する無立木地の解消を図るとともに、森林の持つ多
面的な機能の有効活用を高度発揮させるため、計画的な人工
造林を推進することは必要である。当該事業を実施しない場
合、森林資源の確保や町土の保全など森林の持つ多面的な機
能の有効活用に影響を及ぼす。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

森林資源内容の充実と生産力の増強が図られ、併せて、森林

の持つ多様な機能が高度に発揮に寄与した。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 公共造林補助事業の対象事業であり、北海道が示す標準単価

を参考にして造林事業を実施していることから、事業コスト

は妥当である。 

補助事業の要件を充たす必要最低限の整備を行っているの

で、コスト削減の余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
この事業の実施により、森林資源内容の充実と
生産力の増強が図られ、併せて、森林の持つ多
様な機能が高度に発揮されるので、計画どおり
事業を進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
本事業については、町有財産の形成のみなら
ず、林業生産力の向上や地域経済への効果が見
込まれるものであることから、引き続き最優先
して実施すべき事業であり、当分は現状維持が
適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－１３ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 町有林下刈事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
植栽した苗木が順調に生育するためには、十分な陽光を受ける必要があり、苗木
の周囲に繁茂して苗木の生育に支障となる笹・草の刈り払いを行い、苗木の正常
な生長を確保する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ２，９９４千円 ３，１０８千円 ３，０００千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

５６千円 １，０１１千円 １，１００千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 町有林 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

苗木の周囲に笹・草が繁茂し
て、苗木の正常な生育に支障
がある。 

普通下刈 A=58.9ha 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

苗木が雑草木に被圧される
懸念がなくなるまで、下刈を
行う。（年２回） 

① 下刈面積 
 
／下刈の実施面積の実
績 

目標年度 １９年度
目 標 値 58.9ha

実 績 値 58.9ha

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

人工林の健全な育成 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①下刈の実施 人工林の健全な育成を図るために、苗木の周囲に繁茂して苗木の生育に支障とな
る笹・草の刈り払いを行う事業を実施。 
 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

植栽した苗木が順調に生育するためには、十分な陽光を受け
る必要があり、苗木の周囲に繁茂して苗木の生育に支障とな
る笹・草の刈り払いを実施することは必要である。当該事業
を実施しない場合、森林資源の確保や町土の保全など森林の
持つ多面的な機能の有効活用に影響を及ぼす。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

森林資源内容の充実と生産力の増強が図られ、併せて、森林

の持つ多様な機能が高度に発揮に寄与した。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 公共造林補助事業の対象事業であり、北海道が示す標準単価

を参考にして下刈事業を実施していることから、事業コスト

は妥当である。 

補助事業の要件を充たす必要最低限の整備を行っているの

で、コスト削減の余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
この事業の実施により、森林資源内容の充実と
生産力の増強が図られ、併せて、森林の持つ多
様な機能が高度に発揮されるので、計画どおり
事業を進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
本事業については、町有財産の形成のみなら
ず、林業生産力の向上や地域経済への効果が見
込まれるものであることから、引き続き最優先
して実施すべき事業であり、当分は現状維持が
適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－１４ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 町有林除間伐事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
育成段階にある森林において樹木の混み具合に応じて、育成する樹木の一部を伐
採（間引き）し、残存木の成長を促進する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 １１，５０６千円 １３，６０８千円 １２，０００千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

１２５千円 ４，３０９千円 ３，７００千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 町有林 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

前回実施した除間伐から年
数が経過したため、林内の立
木密度が高くなった。 

除間伐 A=69.5ha 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

林内の立木密度を適正に保
ち、風通しと明るさを確保し
て、残存木の成長を促進す
る。 

① 除間伐面積 
 
／除間伐の実施面積の
実績 

目標年度 １９年度
目 標 値 69.5ha

実 績 値 69.5ha

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

人工林の健全な育成 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①除間伐の実施 残存木の成長を促進するため、目的とする樹種以外の樹木や目的樹種であっても
形質の著しく劣る立木を林分内から除去する事業の実施。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

生産体制の強化や多面的機能の発揮を図るための事業であ
り、町有林施業については行政が責任を持って行っていく必
要がある。当該事業を実施しない場合、森林資源の確保や町
土の保全など森林の持つ多面的な機能の有効活用に影響を
及ぼす。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

森林資源内容の充実と生産力の増強が図られ、併せて、森林

の持つ多様な機能が高度に寄与した。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 公共造林補助事業の対象事業であり、北海道が示す標準単価

を参考にして間伐事業を実施していることから、事業コスト

は妥当である。 

補助事業の要件を充たす必要最低限の整備を行っているの

で、コスト削減の余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
この事業の実施により、森林資源内容の充実と
生産力の増強が図られ、併せて、森林の持つ多
様な機能が高度に発揮されるので、計画どおり
事業を進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
本事業については、町有財産の形成のみなら
ず、林業生産力の向上や地域経済への効果が見
込まれるものであることから、引き続き最優先
して実施すべき事業であり、当分は現状維持が
適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－１５ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 野ねずみ駆除事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
野ねずみの食害に弱いカラマツ等の幼令林を保護するため、殺鼠剤を空中より散
布し、野ねずみの食害を未然に防止する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ３７３千円 １７５千円 １１０千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

２９３千円 １５８千円 １１０千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 民有林、町有林 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

カラマツ幼令林が、野ねずみ
による食害を受ける。 

食害の未然防止 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

野ねずみの食害を未然に防
止 

①  目標年度 年度
目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

人工林の健全な育成、森林資
源の確保 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①殺鼠剤の空中散布 町有林のカラマツ幼令林を保護するため、殺鼠剤を空中より散布する委託業務を
実施。 

②民有林の野ねずみ
駆除事業の補助 

薬剤散布に伴う森林所有者の費用負担が大きいことから、野ねずみ駆除事業費の
一部を助成。 

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

薬剤散布に伴う森林所有者の費用負担が大きいことから、事
業費の一部を町が助成しなければ、事業の推進に支障が生じ
る。町有林に関しては、行政が責任をもって実施する必要が
ある。当該事業を実施しない場合、野ねずみの被害が拡大す
ることが予想される。 必要／概ね必要／

課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

野ねずみによる樹木の食害が減少し、民有林の資源確保が図

られた。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 道有林や管内の他市町村と連携して取り組んでおり、コスト

削減の余地はない。 □事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
町有林や民有林のカラマツ等の幼令林を保護するた

め、殺鼠剤を空中より散布し、野ねずみの食害を未

然に防止するものであり、計画どおり事業を進め
ることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／縮小   
殺鼠剤の散布を実施することにより、野ねずみ
による樹木の食害が減少し、民有林の資源確保
が図られる。また、本町の林業生産力の向上に
繋がる事業であるので、民有林事業の補助に関
しては、現状維持が適当である。 
町有林に関しては、次年度以降、カラマツ幼齢
林がなくなるため、薬剤散布を終了する。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－１６ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 林道維持管理事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
既設林道の路肩に草・灌木が繁茂し、見通しが悪く車両通行上危険な状況にある
ので、路肩草刈や路面整正を実施する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 ２ 多面的機能の発揮 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ６５１千円 １，８３８千円 １，０００千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

６５１千円 １，８３８千円 １，０００千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 林道の通行者 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

林道の路肩に草・灌木が繁茂
し、見通しが悪く車両通行上
危険な状況にある。 

無事故 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

林道通行者の安全確保、林業
経営の安定化を図る。 

① 事故発生件数 
 
／林道通行車両の事故
発生件数の実績 

目標年度 １９年度
目 標 値 ０件

実 績 値 ０件

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

林道通行者の安全確保 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①維持管理の委託 林道通行者の安全確保、林業経営の安定化を図るため、奥幌内本流線ほかの路肩
草刈・立木整理を行う委託業務を実施。 
 

②林道の補修工事 平成 18 年 10 月の低気圧により、奥幌内本流線他の路盤材が流出したので、路盤
材を補充する工事を実施。 

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

林道は林業経営のみならず、レクリエーション・教育・保健
休養など様々な形で利用されており、通行者の安全確保のみ
ならず、防災上の観点からも林道維持管理は必要である。 
当該事業を実施しない場合、既設林道の劣化を招き、車両通
行に支障を来たす。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

当該事業を実施したことにより、林道通行者の安全確保が図

られた。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 利用頻度の高い路線の路肩草刈を２回、その他を１回とする

など、利用頻度を考慮した必要最小限の維持管理を実施して

いので、コスト削減の余地はない。 
□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
林道通行者の安全確保のみならず、防災上の観
点からも林道維持管理は必要であり、計画どお
り事業を進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
多面的な機能を有している森林を維持管理す
るために必要な基盤施設であり、効率的な森林
施業の推進と森林の総合利用のため、林道の適
切な維持管理、補修を継続して実施する必要が
ある。当分は現状維持が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－１７ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 みどりと親しむ町民のつどい 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
雄武町を緑豊かな住みよいまちとして発展させるとともに、みどりに対する意識
の高揚を図る。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 ２ 多面的機能の発揮 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ３７０千円 ２７３千円 ５００千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

３７０千円 ２７３千円 ５００千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 町民 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

自然とのふれあいや環境問
題への関心が高まっている
状況にある。 

緑化思想の高揚 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

植樹や育樹の緑化活動 

①  目標年度 年度
目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

町民の緑化思想の高揚を図
り、「みどり」の大切さを理
解し、守り育てる人づくりを
進めることができる。 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①植樹 網走西部森づくりセンター、網走開発建設部が協賛となり、雄武ダム周辺で「第
１４回みどりと親しむ町民のつどい」を開催。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

自然とのふれあいや環境問題への関心が高まっている状況
にあり、緑豊かな住みよいまちとして発展させるために、「み
どり」に対する意識の高揚を図る植樹祭開催する必要があ
る。当該事業を実施しない場合、町民の緑化思想の高揚に影
響を及ぼす。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

町民の緑化思想の高揚が図られ、「みどり」の大切さを理解

し、「みどり」を守り育てる人づくりに寄与した。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 網走西部森づくりセンター、網走開発建設部の協賛により、

苗木の配布やスコップ等の用品費用が不要になるなど、必要

最小限の経費で実施しているので、コスト削減の余地はな

い。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
自然とのふれあいや環境問題への関心が高ま
っている状況にあり、今後も継続して緑化活動
を推進していく必要があるので、計画どおり事
業を進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
地域住民の自然保護意識、環境保全意識の高揚
を図りながら、快適環境の創造に努める事業で
あるので、引き続き最優先して実施すべき事業
であり、当分は現状維持が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－１８ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 山火事予防対策事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
雄武町における林野火災の絶滅を期するため、森林愛護組合をはじめ官民一体の
取り組みを行っており、雄武町林野火災予消防対策協議会の決定に基づき、警防
思想の普及宣伝や巡視活動等を実施する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 ４ うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～ 

基 本 政 策 19 消防・救急・防災体制の強化 

単 位 施 策 １ 災害予防対策・危機管理対策の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ６００千円 ６００千円 ６００千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

６００千円 ６００千円 ６００千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 民有林 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

安心して暮らせる町づくり 
巡視員の配置 ３名 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

林野火災の未然防止や早期
発見 

① 巡視員の配置 
 
／巡視員の配置実績 

目標年度 １９年度
目 標 値 ３名

実 績 値 ３名

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

林野火災の絶滅 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①巡視員の配置 林野火災の未然防止や早期発見を図るため、特に注意を要する予防強調期間に巡
視員３名を配置し、警防思想の普及宣伝や巡視活動を実施。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

災害予防対策を図るための事業であり、林野火災の未然防止
の取り組みは、行政が責任を持って行っていく必要がある。
当該事業を実施しない場合、警防意識の向上が図られず、林
野火災の未然防止や早期発見に影響を及ぼす。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

一般入林者等へ広く予防啓発を促すことにより、効果的な予

防対策が行われた。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 本事業については巡視員の配置を行うものであり、巡視する

期間は林野火災危険期間のうち、特に注意を要する予防強調

期間に実施するもので、コスト削減の余地はない。 
□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
一般入林者等へ広く予防啓発を促すことによ
り、効果的な予防対策に繋がるので、林野火災
の未然防止を図るうえでも、計画どおり事業を
進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
山林は貴重な財産であり、一度山火事が発生す
ると大規模な災害に発展することも予想され
るところであり、巡視活動はもとより警防意識
の向上を図ることは重要と考えられるので、引
き続き継続して実施するのが適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－１９ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 有害鳥獣駆除事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
有害鳥獣が住民生活に被害を及ぼすことから、被害の拡大を防ぐため有害鳥獣の
捕獲を実施する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 ４ うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～ 

基 本 政 策 15 環境の保全 

単 位 施 策 １ 自然環境の保護・再生 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ９４７千円 １，００７千円 １，０００千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

９４７千円 １，００７千円 １，０００千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 町民 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

有害鳥獣が住民生活や農林
水産業に被害を及ぼす。 

最小限の被害 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

被害の拡大を防ぐため、有害
鳥獣の捕獲を適宜実施する。

①  目標年度 年度
目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

有害鳥獣による被害を最小
限に抑える。 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①有害鳥獣の捕獲 カラス、エゾシカ、キツネ、ヒグマなどの有害鳥獣の捕獲を、猟友会雄武部会に
依頼して実施。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

住民生活に関連した公共性の高い事業であり、行政が責任を
持って行っていく必要がある。当該事業を実施しない場合、
有害鳥獣が更に増え続け、被害が拡大する恐れがある。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

適宜に駆除事業を実施することにより、被害を最小限に抑え

ることができた。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 有害駆除を実施するためには免許等資格が必要であり、資格

を持っている猟友会雄武部会に捕獲を委託・依頼するのが適

当である。有害駆除は、ボランティア的な側面もあるので、

これ以上のコスト削減の余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
有害鳥獣による被害防止において、一定の成果
が現れていることから、計画どおり事業を進め
ることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
住民生活に被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲によ
り、被害の拡大を防ぐことができる。また、有
害鳥獣の捕獲は住民サービスの一環であり、町
民のニーズに応えるためにも、当分は現状維持
が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－２０ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 猟友会雄武部会運営補助金 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
有害鳥獣捕獲等の取り組みについては、猟友会との協力体制を整えることが必要
不可欠であり、組織の運営を支援し有害鳥獣捕獲事業の適切な実施を図る。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 ４ うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～ 

基 本 政 策 15 環境の保全 

単 位 施 策 １ 自然環境の保護・再生 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 １７０千円 １７０千円 １７０千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

１７０千円 １７０千円 １７０千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                    

【誰、何が（対象）】 猟友会雄武部会 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

猟友会雄武部会の円滑な運
営 

有害鳥獣の捕獲 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

有害鳥獣捕獲事業の実施 

①  目標年度 年度
目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

有害鳥獣による被害を最小
限に抑える。 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①猟友会雄武部会の
運営支援 

猟友会雄武部会の円滑な運営を図るため、猟友会雄武部会運営補助金を交付。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

有害鳥獣の捕獲にあたっては猟友会の協力が必要不可欠で
あり、猟友会雄武部会の運営が円滑に進められるよう支援を
行う必要がある。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

有害鳥獣駆除により農作物や森林の被害を最小限に防ぐと

ともに、安全講習会等の開催により違反行為及び事故の防止

に寄与した。 ■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 有害駆除を実施するためには免許等資格が必要でありこれ

らの更新費用、ハンター保険の加入など負担が生じることか

ら、必要最小限の助成を行うものであり、コスト削減の余地

はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
有害鳥獣による被害防止において、一定の成果
が現れていることから、計画どおり事業を進め
ることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
住民生活に被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲によ
り、被害の拡大を防ぐことができる。また、有
害鳥獣の捕獲は住民サービスの一環であり、町
民のニーズに応えるためにも、当分は現状維持
が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－２１ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 森林整備担い手対策推進事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 

北海道が設置した北海道森林整備担い手対策基金の運用益によって、林業労働対
策の充実強化を図るもので、森林作業員、事業主、市町村及び北海道が一定の掛
金等を負担した場合に、作業員に対して就労日数に応じた奨励金の支給が年末に
行われる。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ４５６千円 ４４６千円 ５３０千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

４５６千円 ４４６千円 ５３０千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 林業従事者 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

林業従事者の減少・高齢化 
林業従事者の育成・確保 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

林業従事者の就労の長期
化・安定化 

① 林業従事者数実績 
／森林整備担い手対策
推進事業の対象となる
林業従事者の実績 

目標年度 １９年度
目 標 値 ３０名

実 績 値 ２６名

達 成 度 ８７％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

林業の振興、地域生産力の向
上 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①補助金の交付 森林整備担い手対策推進事業に係る町の負担金を、北海道森林整備担い手支援セ
ンタ－対して交付。北海道森林整備担い手支援センタ－が事業主体となり、作業
員に対して就労日数に応じた奨励金を年末に支給。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

林業従事者の減少・高齢化の現状から、就労の長期化・安定
化を促進し、林業労働力の確保を図るためには、町が助成を
行うことは必要である。当該事業を実施しない場合、林業従
事者の意欲の低下を招き、林業労働力の確保に影響を及ぼ
す。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

官民一体となっての取り組みの結果、就労の長期化・安定化

並びに労働力の確保に寄与した。 

□達成 

■ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 森林作業員、事業主、市町村及び北海道の負担割合は、森林

整備担い手対策推進事業実施要領で定められており、夫々が

一定の掛金等を負担した場合に、作業員に奨励金が支給され

る。町の負担は、この制度の基準を満たすための必要最低限

の補助を行っており、コスト削減の余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
森林作業員の就労の長期化、安定化、及び福利
厚生の向上を目的としたものであり、地域生産
力の向上を誘発する事業であることから、計画
どおり事業を進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
近年の林業を取り巻く状況は厳しいものがあ
り、林業従事者の減少・高齢化とも相まって本
町林業の相対的な活力の低下が懸念されると
ころであり、林業事業体の体質強化や林業従事
者の確保を図っていく必要があるので、当分は
現状維持が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－２２ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 林業担い手対策事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
林業従事者がチェーンソー等による振動障害の早期発見と予防を図るために受
診する振動障害検診に対して、検診に係る費用の半額を町が助成し、林業従事者
の就労の長期化並びに労働力の確保を図る。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 １８２千円 １７０千円 １９０千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

１８２千円 １７０千円 １９０千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 林業従事者 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

林業従事者の減少・高齢化 
林業従事者の育成・確保 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

林業従事者の就労の長期
化・安定化 

① 検診受診者実績 
 
／振動障害検診受診者
の実績 

目標年度 １９年度
目 標 値 １００％

実 績 値 １００％

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

林業の振興、地域生産力の向
上 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①補助金の交付 林業従事者がチェーンソー等による振動障害の早期発見と予防を図るために受
診する振動障害検診に対して、検診に係る費用の半額を町が助成。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

林業従事者の減少・高齢化の現状から、就労の長期化・安定
化を促進し、林業労働力の確保を図るためには、町が助成を
行うことは必要である。当該事業を実施しない場合、林業従
事者の意欲の低下を招き、林業労働力の確保に影響を及ぼ
す。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

定期的に健診を受けることにより、振動障害の早期発見につ

ながり、就労の長期化・安定化並びに労働力の確保に寄与し

た。 ■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 林業従事者の減少・高齢化の現状から、就労の長期化・安定

化を促進し、林業労働力の確保を図るための取り組みとし

て、医療機関で受診する振動障害検診の半額を町が助成する

もので、事業の必要性から町が費用の半額を助成するのは妥

当であり、コスト削減の余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
森林作業員の就労の長期化、安定化、及び福利
厚生の向上を目的としたものであり、地域生産
力の向上を誘発する事業であることから、計画
どおり事業を進めることが適当と判断する 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
近年の林業を取り巻く状況は厳しいものがあ
り、林業従事者の減少・高齢化とも相まって本
町林業の相対的な活力の低下が懸念されると
ころであり、林業事業体の体質強化や林業従事
者の確保を図っていく必要があるので、当分は
現状維持が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－２３ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 ２１世紀北の森づくり推進事業補助金 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 
森林の公益的機能の高度発揮と木材資源の循環のための造林を計画的に行い、北
海道らしい豊かな山づくりを推進する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ７，３９５千円 ８，３６８千円 ９，５２０千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

２，８４４千円 ３，２１８千円 ３，６６４千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 森林所有者 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

森林整備による地球温暖化
への積極的な貢献や相次ぐ
災害の発生による国土保全
機能の向上 

人工造林の面積 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

森林の有する多面的機能を
総合的かつ高度に発揮させ
る造林の実施 

① 人工造林の面積 
 
／人工造林の実績面積 

目標年度 １９年度
目 標 値 ６０ha

実 績 値 ６２ha

達 成 度 １０３％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

北海道らしい豊かな「ふるさ
との山」の造成の推進 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①補助金の交付 森林環境保全整備事業実施要領に基づき補助対象とされた造林事業のうち、森林
組合に委託して行った事業に対して補助。町が造林事業費の 26%を助成した場合、
道から町に造林事業費の 16％が補填される。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

森林の公益的機能の高度発揮と木材資源の循環のため、北海
道らしい豊かな山づくりを推進する必要がある。 
当該事業を実施しない場合、森林所有者の森林施業に対する
意欲の低下を招き、未立木地や伐採跡地の解消に影響を及ぼ
す。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 

設定した目標値 
の達成状況 

民有林の森林整備が促進され、地域林業の振興が図られると

ともに、森林の有する様々な機能の高度発揮に寄与した。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 この事業の適用となる町の負担割合は、北海道が制定した

「２１世紀北の森づくり推進事業実施要領」で定められてお

り、町が道の補助を受けるためには、制度の基準を満たす必

要がある。町はこの制度の基準を満たす最小限の補助を行っ

ており、コスト削減の余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
森林所有者の負担軽減を図り、森林施業を促進
するものであり、且つ、公益的機能を有する森
林を育成する事業であるのであることから、計
画どおり事業を進めることが適当と判断する。

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
造林施業が推進されることにより、本町の林業
生産力の向上に繋がるとともに、環境の保全が
図られるので、引き続き最優先して実施すべき
事業であり、当分は現状維持が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－２４ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 被害地等森林整備事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 

平成１６年９月の台風１８号により、町内全域において風倒木による被害が発生
した。町有林の被災箇所については、平成１７年から順次復旧を進め、平成１９
年度は北雄武、中幌内、幌内の町有林 A=4.44ha の倒木処理、跡地造林を実施し
た。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 □登載事業     ■非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ３，１２９千円 ７，１６３千円 千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

３９２千円 ３，４３７千円 千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 町有林 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

平成１６年９月の台風等に
より町有林が折損や根むく
れの被害を受けた。 

被災した町有林の復旧（A=4.44ha） 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

被害を受けた森林の復旧。 

① 復旧面積の実績 
 
／被災した町有林の復
旧面積（A=4.44ha） 

目標年度 １９年度
目 標 値 4.44ha

実 績 値 4.44ha

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

森林被害の復旧を図ること
により、森林の有する多面的
機能の回復、二次被害の防止
が図られる。 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①被災した町有林の
復旧 

平成１６年９月の台風１８号により町有林が被災したため、倒木処理から跡地造
林まで行う被災森林の復旧を実施。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

平成１６年９月の台風１８号により被災を受けた町有林の
復旧であり、町民の財産である町有林を復旧することは必要
である。当該事業を実施しない場合、森林の公益的機能を損
なうだけでなく、二次被害も懸念される。 
 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

森林被害の復旧により、森林の有する多面的機能の回復、二

次被害の防止が図られた。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 公共造林補助事業の対象事業であり、北海道が示す標準単価

参考にして復旧事業を実施していることから、事業コストは

妥当である。 

補助事業の要件を充たす必要最低限の整備を行っているの

で、コスト削減の余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
森林被害の復旧により、森林の有する多面的機
能の回復、二次被害の防止が図られた。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

終  了   
   

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 

 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－２５ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 森林整備推進事業 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 

近年の木材価格の長期低迷等から、森林管理上不可欠な間伐や下刈等の実施が困
難になるなど、このままで推移すると森林の果たしてきた公益的機能の維持や木
材の安定確保に支障が生じることが懸念されるので、森林所有者が適切に行う間
伐や下刈の森林施業を支援する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ３，４８４千円 ３，７９１千円 ３，２８０千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

３，４８４千円 ３，７９１千円 ３，２８０千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 森林所有者 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

森林所有者の森林施業意欲
が減退しており、適時適切な
森林施業が十分行われない
森林が発生している。 

自己負担率 30％以下 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

森林を管理する上で必要不
可欠な間伐や下刈の保育を
適切に行う森林所有者の負
担軽減を図る。 

① 自己負担率 
 
／森林所有者の自己負
担率 

目標年度 １９年度
目 標 値 30％以下

実 績 値 28％

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

公益的機能の高い森林の育
成を促進し、健全な雄武町の
森林づくりを推進する。 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①森林所有者への事
業費補助 

森林環境保全整備事業実施要領に基づき補助対象とされた除間伐、下刈事業で、
かつ、雄武町森林組合が受託受任して実施する事業のうち、要件を満たす林分を
整備する事業に対して助成。 

②  

③  

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

森林を管理する上で必要不可欠な間伐や下刈の保育を適切
に行う森林所有者の負担軽減を図りながら、公益的機能の高
い森林の育成を促進する必要がある。 
当該事業を実施しない場合、森林所有者の森林施業意欲の減
退から、森林の荒廃化が懸念される。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 

設定した目標値 
の達成状況 

民有林の森林整備が促進され、地域林業の振興が図られると

ともに、森林の有する様々な機能の高度発揮に寄与した。 

■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 公共造林補助事業の対象となった間伐や下刈に対する補助

であり、北海道の標準単価が適用されて事業が実施されるも

のであることから、事業コストは妥当であり、コスト削減の

余地はない。 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
森林所有者の負担が軽減されることにより、間
伐や下刈の実施面積が拡大する。また、適正な
森林管理が行われることにより、森林の持つ公
益的機能が高度発揮されるので、計画どおり事
業を進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
森林所有者の負担軽減を図り、森林施業を推進
するものであり、且つ、公益的機能を有する森
林を育成する事業であるのであることから、町
民の理解が得られるものと考えられるので、当
分は現状維持が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
 



平成２０年度事務事業評価調書（対象：１９年度） 

                          整理番号８－２６ 

 

１ 事務事業の表示                         ※ ■：該当 

事 務 事 業 名 森林整備地域活動支援交付金 

評  価  者 

担当課・係名 産業振興課・林務係 

課長等 
職名 課長 

作成者 
職名 係長 

氏名 石 井 弘 道 氏名 辻 栄 浩 二 

事 業 の 概 要 

森林所有者による森林施業の実施に不可欠な施業実施区域の明確化作業などの
地域活動を支援することを目的とし、町長と締結する協定に基づき、森林施業計
画の計画期間を通じて地域活動を行った団地に対して、積算基礎森林１ｈａ当た
り５千円を交付する。 

事業の位置付け 

第５期総合計画 ■登載事業     □非登載事業 

政 策 目 標 １ はつらつ・雄武～地域産業の振興～ 

基 本 政 策 ２ 林業の振興 

単 位 施 策 １ 生産体制の強化 

事務事業の種類 ■自治事務     □法定受託事務 

その他計画・根拠等  

事 業 コ ス ト 

（実 績） 

年        度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度（予定）

総  事  業  費 ３８，２１０千円 １８，３２３千円 １８，６５３千円

総事業費の内雄武

町が負担した金額

（一般財源） 

９，６８４千円 ４，７１０千円 ４，７９６千円

 
２ 事務事業の目的・内容（Ｐlan・Ｄo）                     

【誰、何が（対象）】 森林所有者 

指
標
／
目
標

望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す
理論上の成果指標） 

【抱える課題やニ
ーズは】 

森林所有者の森林施業意欲
が減退しており、適時適切な
森林施業が十分行われない
森林が発生している。 

対象行為の実施 10 団地 

指標（指標計算式／解説） 目標値及び実績値 

【どのような状態
になることを目指
すのか（意図）】 

森林施業計画に基づく適切
な森林整備の推進。 

① 実績団地数 
 
／対象行為の実施団地
数の実績 

目標年度 １９年度
目 標 値 １０団地

実 績 値 １０団地

達 成 度 １００％

【その結果、どの
ような成果を実現
したいか】 
※成果＝目的 

森林の有する多面的機能が
十分発揮される。 

②  目標年度 年度

目 標 値 

実 績 値 

達 成 度 ％

内 容（どのような手段で何を行ったか） 

①協定の締結 森林の有する多面的機能の発揮を図るため、森林施業の実施に不可欠な地域にお
ける活動の実施等に関する事項を定めた協定を、各団地の代表者と町長が締結。

②対象行為の実施 協定締結者が、地域活動として取り組むべき対象行為（施業実施区域の明確化作
業等）を実施。 

③交付金の交付 森林施業計画の計画期間を通じて地域活動を行った団地に対して、積算基礎森林
１ｈａ当たり５千円を交付。 

○表



○裏

３ 事務事業の評価（Ｃheck） 
⑴ 事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務

事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性） 

必 要 
□義務的なもの 

 □全部 □一部 

適切な森林整備を推進するためには、森林所有者による計画
的かつ一体的な森林施業の実施が特に重要であることから、
「施業実施区域の明確化作業」等の地域活動を支援する必要
がある。当該事業を実施しない場合、森林所有者の森林施業
意欲の減退から、森林の荒廃化が懸念される。 

必要／概ね必要／
課題あり 
⑵ 事務事業の有効性（期待する効果が得られたか） 

有 効 
設定した目標値 
の達成状況 

地域活動が確実に実施されることにより、適時適切な森林施

業の継続的な実施が図られ、森林の有する多面的機能に寄与

した。 ■達成 

□ほぼ達成 

□下回る 
有効／概ね有効 
／課題あり 

⑶ 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか) 

効率的 

判断の理由 国の制度に則って行う事業であり、森林所有者等と締結した

協定に基づき、適正に地域活動が実施されたと認められた場

合に、交付対象者に交付金を交付することになっている。 

また、交付単価は実施要領で定められたものであるので、コ

スト削減の余地はない。 

 

□事業費抑制 

□人員抑制 

□時間短縮・作業

軽減 

■その他 

効率的／概ね効率
的／課題あり 

 
４ 総合評価【Ａ～Ｄ】 
     A：計画どおり事業を進めることが適当    B：事業の進め方等に改善が必要 

C：事業規模、内容、実施主体の見直しが必要 D：事業の統合、休・廃止の検討が必要 

自 己 評 価（一次評価） 評価会議評価(二次評価) 町長評価(三次評価) 

Ａ  
適切な森林整備を推進するためには、計画的か
つ一体的な施業の実施に必要な地域活動を行
うことが必要であることから、計画どおり事業
を進めることが適当と判断する。 

  

                 
(Action) 今後の展開方向 

  

継 続／現状維持   
本制度の一番の目的は、「森林施業計画」の確
実な実施を促進し、森林整備を着実に推進する
ことにあり、町が今まで取組みを進めている
「２１世紀北の森づくり推進事業」等と併せた
一体的な支援を行うことによって、民有林の整
備促進が図られるものであり、当分は現状維持
が適当である。 

  

＊展開方向の区分 
 ○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合  ○終了  ○休止  ○廃止 

  
５ その他特記事項 
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